
   岡谷市フリースクール等利用料補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に

関する法律（平成２８年法律第１０５号）に基づき、不登校児童生徒が多様な学びの場と

してフリースクール等を利用するために要する費用の一部を支援し、当該児童生徒の保

護者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、岡谷市補助金

等交付規則（昭和４９年岡谷市規則第１３号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 対象児童生徒 岡谷市教育委員会が定める不登校児童生徒の成績評価及び出席等の

取り扱いに関する指針に基づき、利用するフリースクール等において、在籍校の校長が

出席扱いと認める学習等を行う不登校児童生徒をいう。 

(2) 保護者 対象児童生徒の父若しくは母又は対象児童生徒が利用しているフリースク

ール等に第４条に規定する経費を納入している者をいう。 

(3) フリースクール等 不登校児童生徒が利用する民間施設のうち、長野県が定める信

州型フリースクール認証制度実施要綱により認証を受けている民間施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、保護者であって、

次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に住所を有する者 

(2) 岡谷市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱（平成４年岡谷市教育委員会告

示第１号）の規定による就学援助を受けている者 

(3) 市税等を滞納していない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第６条の交

付申請に係る日の属する年度において、対象児童生徒がフリースクール等を利用するた

めに補助対象者が負担した利用料（フリースクール等が利用者から徴収する費用をいい、



入会金、交通費、教材費その他市長が別に定める費用を除く。以下同じ。）とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、対象児童生徒１人につき、各月分の補助対象経費の２分の１以内の

額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、その上

限額は、１月当たり１０，０００円、１年当たり１２０，０００円とする。 

（交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、岡谷市フリース

クール等利用料補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1) 領収書その他補助対象者が納入したフリースクール等の利用料の額が確認できる書

類 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に掲げる書類の提出期限は、次に掲げる日までとする。 

(1)４月分から９月分までの利用料 １０月２０日 

(2)１０月分から翌年の３月分までの利用料 翌年の４月１０日 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金

の交付の可否を決定し、及び確定し（以下「交付決定等」という。）、岡谷市フリースク

ール等利用料補助金交付（不交付）決定通知書兼確定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するものとする。 

（規則の準用） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請から交付までの手続等については、規

則に定めるところによる。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


